
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川西市人権啓発ビラ 第３９８号 令和４(20２２)年３月 

◆３月は、「外国人の人権」について考えてみましょう。 

2021年6月末で、全国の在留外国人の数は

2,823,565人となりました。兵庫県では、

113,772人の方が住んでいます。 

私たちのまち川西市でも、1,417人の外国人

の方がお住まいで、市民の約１％近くが外国人

の方です。韓国や中国をはじめ、ベトナムやアメ

リカ、インドネシア、ネパール、フィリピンなどの

国々の方がお住まいです。 

また、市内の学校にも外国籍の児童や外国

にルーツを持つ子どもたちが通っています。 

このような変化の中で、言語、文化、宗教、生

活習慣等の違いのある外国人と共に共生して

いくことが望まれています。 

在留外国人数 
全国  ２，８２３，５６５人 
兵庫県  １１３，７７２人 
川西市    １，４１７人 

日本には、どれぐらいの外国人のひとが住んでるの？ 

2021(令和３)年６月末現在 

川西市では、毎月第３金曜日の「人権デー」

に特設人権相談を行っています。 

今月は、３月１８日(金) 午後１時～４時 

市役所 3 階の人権推進課で、人権擁護委員

による相談をお受けします。 

＜問い合わせ＞  予約優先・無料 

℡７４０-１１５０ 人権推進課 

〇法務省ホームページ「外国人のための人権相談」 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 

〇相談の方法  

(１)外国人人権相談ダイヤル  

0570-090911（ナビダイヤル）  

英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ベトナム語、ネパ

ール語、タイ語等の 10 言語に対応した電話による人権相

談  

(２)外国語インターネット人権相談  

英語、中国語に対応したインターネットによる人権相談  

(３)外国人のための人権相談所  

全国の法務局・地方法務局にて、外国人人権相談ダイヤル

と同様に、上記 10 言語に対応した面談による人権相談   

 

 

現在、少子高齢化による日本の人口の自然減少を補って

きた外国人の入国が、コロナウイルス感染拡大を防ぐ入国制

限により、前年度に比べ大きく数を減らしている状況です。外

国人労働者により、飲食店やコンビニエンスストア、製造業や

建設業などの人手不足を補ってきました。私たちの生活に外

国人の人たちの存在は、当たり前の日常となっています。 

 今改めて、さまざまなちがいが不自由さを生むのではなく、

豊かさを生み出すことができる宝物であると考え、多文化共

生社会がつくられることを願っています。 

多文化共生、ちがいは宝物。 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報が必要な外国人の方にお知らせください。 


